
堺市介護予防・日常生活支援総合事業の運用状況について 

 

１ 総合事業の概要 

（１）サービスの移行 

 要支援者の訪問介護・通所介護が、市町村の実施する介護予防・日常生活支援総合事業に移

行します。 

 堺市では、訪問介護・通所介護と同じ基準のサービスと３つの新サービスを実施します。 

 

 

（２）対象者 

 要支援１・２の認定者に、基本チェックリスト該当者（事業対象者）が対象者に加わります。 

 

２ 運用状況  

（１）新サービス事業所数（毎月１日現在） 

 ４月 ５月 ６月 

担い手登録型訪問サービス 8 8 9 

担い手登録型通所サービス 2 3 3 

短期集中通所サービス 4 27 28 

 

（２）事業対象者数（毎月月末現在） 

４月 ５月 

4 13 

 

資料 ６ 


